
 
 

  
平成 28 年２月 12 日 

各      位 

株式会社 大塚家具 

代表取締役社長 大塚 久美子 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号 8186） 

問い合わせ先 

財務部長 杉谷 仁司 

電話 03-5530-5522 

 

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 

 

（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） 

 

当社は、平成 28 年２月 12 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第３項の規定により読み替えて適

用される同法第 156 条の規定に基づき、下記のとおり、自己株式取得に係る事項について決議いたしました

ので、お知らせいたします。 

 

記 

 
１．自己株式の取得を行う理由 

  資本効率の向上を図るため。 

 

２．取得に係る事項の内容 

（１） 取 得 対 象 株 式 の 種 類  当社普通株式 

（２） 取得し得る株式の総数  1,000,000 株（上限） 

   （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 5.36％） 

（３） 株式の取得価額の総額  1,800 百万円（上限） 

（４） 取 得 方 法  信託方式による市場買付 

（５） 取 得 期 間  平成 28 年２月 15 日から平成 28 年８月 31 日 

 

  

（ご参考） 平成 27 年 12 月 31 日時点の自己株式の保有状況 

 発行済株式総数（自己株式を除く） 18,639,966 株 

 自己株式数 760,034 株 

        （注）「株式付与ＥＳＯＰ信託」の導入に伴い、本制度の信託口が所有する 

            当社株式 104,400 株は自己株式数から除いております。 

以 上 


